
鞘
治
政
府
の
立
憲
政
治
が
始
ま
る
と
共
に
能
美
郡
に
も
町
村
制
の
実
施
が
要
求

さ
れ
る
よ
雲
，
に
な
《
一
た
。

明
治
二
十
年
六
月
．
能
美
郡
町
村
合
併
調
表
理
由
氏
書
が
発
表
さ
れ
た
。

そ
れ
に
は
『
井
任
田
村
‐
一
雄
西
任
田
村
と
赤
井
、
五
間
堂
を
併
せ
て
の
町
の
名
前

で
あ
り
、
福
嶋
村
は
吉
原
釜
屋
と
合
併
し
て
、
大
村
で
あ
る
か
ら
福
島
村
で
宜
し

い
と
い
う
風
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
各
村
か
ら
は
、
一
年
後
の
明
治
二
十
一
年
に
答
申
が
出
さ
れ
て
い

る
が
、
吉
原
釜
屋
か
ら
ば
答
申
書
と
し
て
次
の
よ
う
も
の
が
出
さ
れ
て
い
る
。

答
申
霧

今
般
町
村
制
御
発
布
に
つ
き
新
村
名
、
江
島
村
と
し
、
福
嶋
村
他
七
か
村
合
併

区
域
の
儀
、
御
諮
簡
さ
れ
た
が
、
吉
原
釜
屋
は
従
来
か
ら
隣
村
の
湊
村
な
ど
と
沿

海
だ
け
で
象
く
士
地
区
域
な
ど
と
筏
著
し
て
、
平
素
親
密
に
交
際
し
て
お
り
、
湊

村
と
合
併
を
望
ん
で
い
る
。

と
言
う
希
望
を
『
森
山
喜
右
衛
門
あ
名
義
で
答
え
て
い
る
。

江
の
島
村
時
代
始
ま
る

こ
の
よ
う
な
答
申
書
が
夫
々
繊
村
か
ら
出
さ
れ
た
結
果
、
「
福
嶋
の
島
三
下
の
江

の
江
』
を
折
衷
し
て
「
江
ぬ
島
』
村
が
翌
年
か
ら
発
足
し
た
。

福
岡
村
の
福
と
、
中
の
江
村
の
江
を
折
衷
し
て
息
江
村
』
が
出
来
、
釜
屋
は
大

同
合
併
し
て
『
釜
屋
村
一
と
な
く
ぎ
た
。

壷~・畢晶-.や鴫

､非

現
在
で
も
そ
の
名
残
か
『
山
筋
畠
中
筋
竺
釜
屋
筋
」
な
ど
と
呼
ん
で
、
区
域
の
別

名
と
し
て
い
る
の
は
こ
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

篭拳 鶴
癖
鐸
灘
密
塞
瀞
心
日
の
丸
の
国
旗
を
制
定

⑥
叩
咳
ハ
や
。
‐
・
背
咽
‐
‐
．
宮
評
（
《
・
が
、
や
唇
。
‐

瓜
詞勧

撫
Ｉ
く

．
▽
和
今
別

具
三
蟻
亀
為

．
．
喝
地

理
秘
：
齢

全
》
勺
押
令

串
再
齢
密
患
鐸
顎
齢
譲
段
蕃
恥

再
ｂ
坪

擬
臓
職
態

み
た
ら
、
文
明
開
化
の
《
》

音
が
す
る
。

舞職

難
翻す識

狂
群
李
彰
錘
毎
《

、
‐
・
晩
・
峰
‐
‐
乳
墳
・
垂
升
・

屡
駅
院
城
睡

皐一

羅

灘
蕊

箪織




